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情報開示の手段

 情報開示の手段として使用される書類は、その性質や想定される閲覧者によって、セキュリティ対策
に関する記載内容や記載の文量に違いがある。

８

有価証券報告書
コーポレートガバナンス報告書

CSR報告書 情報セキュリティ基本方針
情報セキュリティ報告書

記載量

閲覧者
（想定）

記載内容

少ない 多い セキュリティに特化

 投資家の投資判断を支援するこ
とを主目的とするため、閲覧対
象者が限られている。

 企業の取組、姿勢等をブラン
ディングし、企業信頼度を高め
ることを目的とするため、一般
的な顧客を幅広く対象。

 内容がセキュリティに限られて
おり、セキュリティの専門家等
を閲覧者として想定。

 リスクとしてのセキュリティや
企業統治に必要な防止対策等、
限定された項目・内容

 主要５項目（※２）を中心に簡易
で幅広い記載内容

 セキュリティ対策に関する包括
的かつ具体的な内容

サステナビリティ報告書

制度開示 任意開示

開示書類

【各開示書類の記載内容の比較（※１）】

（※１）あくまで大まかな傾向を記したものであり、必ずしも全ての事例が上述に分類されるとは限らないことに留意。また、上記以外にも
開示書類は存在する。

（※２）①基本方針等の策定状況、②管理体制、③教育・人材育成、④社外との情報共有体制、⑤第三者評価・認証の５項目

（出典）企業のセキュリティ対策に係る情報開示の実態等に関する調査報告書（平成30年３月）をベースに総務省作成






